
　幼稚園教育の普及・充実のため、「幼稚園就園奨励費補助事業」を行っています。
　補助の対象範囲などは次のとおりです。
■対象範囲　公立幼稚園・私立幼稚園に通園させている３・４・５歳児の家庭
■対象区分　▽生活保護法による保護を受けている世帯
　　　　　　▽平成２０年度の市民税が非課税となる世帯
　　　　　　▽平成２０年度の市民税所得割が非課税となる世帯
　　　　　　（就園奨励補助における市民税所得割は、租税特別措置法による住宅借入金等特別税額控除等の適用前の額です）
■減免額　　今年度に支払う入園料、保育料の合計額の一部（補助限度額は第１表または第２表のとおり）
第１表（１人就園もしくは、兄・姉が幼稚園児の場合）

補　助　限　度　額
１人就園の場合および同一世帯から２
人以上就園している場合の最年長者

（第１子）

同一世帯から２人以上就園している場
合の次年長者

（第２子）

同一世帯から３人以上就園している場
合の左記以外の園児

（第３子以降）
年額　２０，０００円 年額　３８，０００円 年額　６６，０００円

第２表（兄・姉が小学校１・２年生の場合）
補　助　限　度　額

小学校１年生または２年生の兄・姉を有しており、就園
している場合の最年長者

（第２子）

・小学校１年生または２年生の兄・姉を１人有しており、
　同一世帯から２人以上就園している場合の左記以外の園児
・小学校１・２年生に兄・姉を２人以上有している園児

（第３子以降）
年額　２６，０００円 年額　３２，０００円

　※「第１表」と「第２表」の両方に該当する場合は、保護者負担の低いものを適用します
■申込先　　五條幼稚園　　☎２２・２２５０
　　　　　　賀名生幼稚園　☎３２・００２３
　　　　　　白銀北幼稚園　☎３４・０７２２　または通園先の幼稚園
■申込期限　６月２０日（金）
■問合先　　教育総務課庶務係　本（内線８１５）

幼稚園への入園料・保育料を減免します

　児童手当（特例給付）・小学校修了前特例給付を受給して
いる皆さんには、６月初旬に現況届用紙を郵送していま
す。
　現況届は、児童手当等受給者のみなさんが引き続いて手
当を受けるために必要な届出です。
　６月３０日（月）までに次の窓口へ提出してください。
　提出のない場合は、６月分以降の手当の支払いを受けら
れませんので、注意してください。
■提出・問合先　児童福祉課　本（内線３６６）
　　　　　　　　西吉野支所住民厚生課　西（内線１８）
　　　　　　　　大塔支所市民生活課　大（内線４１）

児童手当等の現況届の
提出は６月３０日までに

６月は

市・県民税（１期）
の納期です。

　第１期の納期限は６月３０日（月）です。
　市役所本・支所担当窓口、取扱金融機関および郵便
局で納付してください。
　納税は便利で確実な口座振替（自動払込）をご利用く
ださい。
■問合先　税務課徴収係　本（内線２５９、２６０）

　西吉野町、大塔町において、「こまどりケーブル」による
ケーブルテレビ整備事業の地元説明会を、５月中旬から実
施しています。地元説明会は自治会を通じて行っています
が、整備地域内の事業所などについても、加入補助の対象
となりますので、次までに申し込んでください。
　この事業は、平成２３（２０１１）年７月に現在の地上
アナログテレビ放送が終了し、地上デジタルテレビ放送に
完全移行するため、また高速・大容量のインターネット環
境整備およびIP電話サービスのために実施しています。
■申込締切　７月３１日（木）
■申込・問合先
　企画財政課情報システム室　本（内線３２５、３１４)
　西吉野支所住民厚生課　　　西（内線１７）
　大塔支所市民生活課　　　　大（内線２０）

ケーブルテレビ整備事業の
お知らせ
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